
※

30日（地区外転出の申し出） 30日（譲り受け希望、賃借り希望の申し出）

（権利変換期日）

①従前の権利の消滅 ①従前の権利の消滅
②土地または地上権の取得 ②譲り受け権の取得

（権利者→建築物の取得） （権利者→土地及び建築物の取得）

（注） ※印を付した事項は、個人施行者にあっては省略することができる。

機構等―施行規程及び事業計画

個人―規準または規約及び事業計画

高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都
市計画、もしくは特定地区計画等（地区計画、防災
街区整備地区計画、沿道地区計画）の指定

高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都
市計画、もしくは特定地区計画等（地区計画、防災
街区整備地区計画、沿道地区計画）の指定

市街地再開発事業の流れ

組合―定款及び事業計画

再開発会社―規準及び事業計画

地方公共団体―設計の概要

第一種事業 第二種事業

市街地再開発促進区域に
関する都市計画

第一種市街地再開発事業に関する都市計画 第二種市街地再開発事業に関する都市計画

再開発会社―規準及び事業計画

清算・保留床の処分 清算・保留床の処分

建築物等の工事の着手 建築物等の工事の着手

工事の完了 工事の完了

権利者→ 権利者→

事業の認可 事業の認可

権利の変換 用地の取得

権利変換計画の決定 管理処分計画の決定

地方公共団体―設計の概要

機構等―施行規程及び事業計画


